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新 旧 対 照 表 

(注) 下線を付した箇所が改正部分である。 

改正後 改正前 

第３ 販売管理者の選任等適正な販売管理体制の構築 

１ 小売業者及び販売管理者に対する指導等 

酒類業調整官等は、販売場において、酒類の適正な販売管理体

制の構築が図られるよう、小売業者及び販売管理者に対し、以下

により指導等を行う。 

⑴ 小売業者に対する指導等 

イ 新規免許付与等の際における指導等 

(ｲ) 全ての小売業者に対する指導 

「酒類販売業免許通知書」及び「酒類販売業免許の条件

緩和通知書」については、原則として、署幹部から当該免

許の申請者又は条件緩和の申出者若しくは販売管理者への

選任予定者等（以下「申請者等」という。）に対し交付す

ることとするほか、当該交付に際して、酒類指導官は、次

の事項に関する説明を集合指導（複数の申請者等を集めて

説明することをいう。）又は個別指導により実施し、酒類

業調整官はこれを支援する。 

なお、説明に際しては、別紙１「免許を受けた酒類小売

業者の皆様へ」を参考として作成した説明文書を交付する

ほか、「お酒の適正な販売管理に向けて」（国税庁作成の

パンフレット）等を活用するなど、効果的な実施に努め

る。 

第３ 販売管理者の選任等適正な販売管理体制の構築 

１ 小売業者及び販売管理者に対する指導等 

酒類業調整官等は、販売場において、酒類の適正な販売管理体

制の構築が図られるよう、小売業者及び販売管理者に対し、以下

により指導等を行う。 

⑴ 小売業者に対する指導等 

イ 新規免許付与等の際における指導等 

(ｲ) 全ての小売業者に対する指導 

「酒類販売業免許通知書」及び「酒類販売業免許の条件

緩和通知書」については、原則として、署幹部から当該免

許の申請者又は条件緩和の申出者若しくは販売管理者への

選任予定者等（以下「申請者等」という。）に対し交付す

ることとするほか、当該交付に際して、酒類指導官は、次

の事項に関する説明を集合指導（複数の申請者等を集めて

説明することをいう。）又は個別指導により実施し、酒類

業調整官はこれを支援する。 

なお、説明に際しては、別紙１「免許を受けた酒類小売

業者の皆様へ」を参考として作成した説明文書を交付する

ほか、「お酒の適正な販売管理に向けて」（国税庁作成の

パンフレット）等を活用するなど、効果的な実施に努め

る。 
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改正後 改正前 

Ａ～Ｅ （省略） 

Ｆ 20歳未満の者の飲酒防止等 

(a) 二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律（大正11

年法律第20号）の遵守 

(b)～(e) （省略） 

Ｇ・Ｈ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ～Ｅ （同左） 

Ｆ 20歳未満の者の飲酒防止等 

(a) 未成年者飲酒禁止法（大正11年法律第20号）の遵守 

 

(b)～(e) （同左） 

Ｇ・Ｈ （同左） 
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改正後 改正前 

  

 


